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（別紙３） 

御意見募集に寄せられた意見（到着順） 
（募集期間：平成１７年２月１８日～３月２２日） 

 
 
１ 平成１７年２月１９日 
年齢：５０歳 

  性別：男 
  職業：行政書士 
 
 ＜御意見＞ 
   本年１月２８日、日本産業衛生学会主催の「メンタルヘルスフォーラム in愛知」が名古
屋で開催されましたが、その時に話題になった件で課題として頂きたい点があります。 
うつ病をはじめとする心の病を抱えた労働者が職場復帰するに当たり、本人（家族）、会

社、産業医、主治医の連携が必要になります。 
私は、医療関係者ではないのではっきり判りませんが、厚生労働省から出ています「心

の健康問題により休業した労働職場復帰支援の手引き」によれば、本人が主治医から提供

を受ける各種「診断書」は、証明書代、診療録の開示手数料の部類に入ると思われるが、

産業医が主治医に依頼する「職場復帰支援に関する情報提供依頼書」や産業医等が職場復

帰に関する意見及び就業上の措置等について取りまとめた「職場復帰に関する意見書」の

文書類はどのように扱われるのか。また、誰が文書料を支払うのか等が明確でないように

思います。 
また、フォーラムで話題になったことは、主治医に会社担当者や産業医が本人の状態を

聴くにあたり、本人の同意の下に行われることが前提であるが、そのような場作りにあた

っての時間の対価（主治医に対する）等が明確になっていないため、多忙な主治医から適

切な話し合いや情報提供が行われない危惧があり、最終的には本人にとってマイナスにな

る事もあるかと思います。以上、私が感じた事を意見として述べさせて頂きました。今後

のメンタルヘルスの質の向上に役立てば幸いです。 
 
 
２ 平成１７年２月１９日 
年齢：不明 

  性別：不明 
  職業：マッサージ師 
 
 ＜御意見＞ 
   私どもは、山形県でマッサージ師を開業しています。入院の際にとられるテレビ代は馬

鹿になりませんよ。それから、音楽を聴こうとしてコンセントを使うと別途電気代の請求

がくるようです。これらを踏まえてよろしくお願いします。 
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３ 平成１７年２月２１日 
年齢：４３歳 

  性別：男 
  職業：社会保険労務士 
 
 ＜御意見＞ 
   私事にわたって恐縮であるが、ただいま妻が妊娠中である。あらゆる自然妊娠を試して

みたが、結局は最新医学のお世話になった。 
   不妊治療というのは、美容整形と同じく実際自費に近い。もちろん療養の給付の対象に

なるものもあるが、たかが知れている。 
   東京都の場合は助成金が出るが、自費で１００万円以上もかかったうちの、たった１０

万円。それも一年度に一回、嫁一人につき二回までのみの申請可能とある。これでは子ど

もが増えるわけない。 
   さて、わが妻は、切迫流産なる診断を受け病院で入院中である。これは、療養の給付の

対象内と聞いている。入院のための移送には、急を要するものと判断したので救急車を利

用した。ところが、「妊娠出産に関しては、今後、救急車を使わないように」と当直の医師

に言われた。妊娠出産は、原則、いわゆる公的医療保険の範囲外との認識ゆえであろう。

コップ２杯の血を噴き出そうが、顔が青白くなろうが、人が初夢を見る夜の中、血を垂ら

しながらタクシーで来いという、もっともらしい屁理屈である。この時、タクシー代は療

養の給付になるのだろうか。結論から言えばならない。ならないとすれば移送費であろう。

妊娠・出産は、法律の方では非常に優しい部分もある。しかし、金銭的には贅沢品の域を

超えてはいない。妊娠・出産に関する医療行為にあたるものは、原則、療養の給付として

頂くのが有り難い。間違いなく出生率は上がる。宿直医師（多分経験が浅いと思うが）の

対応も多少は柔らかくなるであろう。頭でっかち尻すぼみというが、日本の人口を年齢別

に見ると、実に足元が不安定である。株式よりは子どもに投資する方が世の中は健全であ

る。 
 
 
４ 平成１７年２月２１日 
年齢：不明 

  性別：男 
  職業：開業医 
 
 ＜御意見＞ 
   次の３点に対して、ご検討をお願いいたします。 
１） 社会的入院関連 

    治療の必要がない入院を社会的入院としますが、退院を勧めても、退院日程など日取

りや患者家族の都合などの理由で退院日程が決まりますが、医師が退院を指定した日以

降を特定療養費とすることは早期退院を促し、医療費の効率化につながると思いますが

いかがでしょうか。 
２） 患者教育のための書籍など 

    糖尿病・人工透析など患者教育の必要のある疾患について書籍などを材料に使うこと

がありますが、そのような患者教育に関しての教材や、例えば、鉄アレイなどの運動用
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具に対しても特定療養費にならないでしょうか。 
３） 在宅医療にかかるＩＴ機材の費用 

    在宅と診療所をインターネットで結び患者ニーズに迅速に対応するためのシステム等

にかかわる経費を患者負担として特定療養費とできるようご検討下さい。 
 
 
５ 平成１７年２月２１日 
年齢：３１歳 

  性別：男 
  職業：医師 
 
 ＜御意見＞ 
   療養の給付（保険医療機関等において行う診察など）と直接関係のないサービス等に該

当するか否かが必ずしも明らかでないものとして、どのようなものがあるのかについて意

見します。 
・ 院内情報の血液検査データの印刷後手渡し、印刷手数、印刷紙費用（渡さない場合も

多い、印刷費、プリンターインク、プリンター管理と対応する業者が必要。手間や時間

がかかるため） 
・ 血液検査値の詳細な内容説明、検査値の簡単な説明の紙、関連書籍の貸与（自分の疾

患を知るためにはあるほうがよい、患者希望による。多くは知りたがっている方が多い

が、時間も手間もかかる。難病指導料と似ている。） 
・ インターネットにて医師が関連事項、関連のホームページ（難病情報センター、国立

がんセンターなど）よりデータを取捨選択、入手し印刷、手渡し（説明の一環。雑務に

追われていないときなら可能。情報検索等に時間がかかるが、いちいち請求もしない。

しかし紙で残っている方が理解も信頼も厚い。医師の忙しさ、個性や主義にもよると思

われる。） 
・ 時間外対応の診察（当直医よりも主治医に電話連絡を取り、対応することがほとんど

慣例となっている。当直医は救急外来に忙しいことが多い。細かく医師不在時の対応が

指示されていると看護師でも対応は可能であるが・・・） 
・ 勤務時間外の病状説明、告知（夜、休日の方が患者家族の都合がよい） 

 
上記２項目は、医療保険の範囲でありながら時間外で、かつ無報酬でありながらより丁

寧な対応が求められています。その分医師の精神的負担は大きくなっています｡ 
 
・ 病歴要約（サマリー）の作成と症例検討のスライド作成に対する対価（代償はなく休

日も労働。疫学、研究、教育の一環ではあるが非常に時間をとられる。電子カルテ化に

より労力や開示も簡単になりえ、入力作成する技術がないと無理。補助員などなし） 
・ 院内オーダリング入力補助員雇用費用（指示をそのまま打ち込むだけであり、ある程

度の医学知識と経験があれば医師でなくとも可能。電子化で統計も取れ、内容も記録で

きるメリットがある分、入力作業と外来同時進行は非常に辛く時間もかかり、医師とし

ての仕事の質の低下が危ぶまれ、患者にかける時間が事務作業で無為に長くなるもので

ある。コンピュータ操作、タイプは医療事務で可能） 
・ 絵画、音楽療法など、免疫・心理的な側面からの指導、入院ストレス改善に指圧する
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などの指導。個々により求める求めないがあり、医師のキャラクターにも依存し、療養

外であるが快適な心地よい入院となり得る。多忙な、療養のみに奔走する医師には無理。

音楽療法士、アロマテラピスト、指圧師など専門職が多くいれば、新たなニーズになり

得る。システムも制度もなく、病院は彩のない、死のイメージが強い灰色の空間となっ

てしまっている｡ 
・ 喫茶室、談話室の充実 
暗く病室で沈むよりは、明るいイメージの部屋でサービスとして紅茶、洗練された器、

入れてもらえるサービスなどがあれば心も休まるだろう。実際はむさ苦しくあまり使わ

れていないことが多いが・・・。 
・ ノートパソコン（院内 LAN）などによる自分の検査情報の検索・印刷。ネットによ
る患者団体情報、疾患情報、関連情報の取得。その他メールによる家族との連絡、ニュ

ース、娯楽サイトヘの接続。院内では入院はとかく暇なものである｡個人的に持ってこら

れる患者さんもチラホラ見かけるが、やはり意識と経済力のある人でないと持っておら

ず、比率は非常に低い｡デジタルデバイドともいえる。患者個人で印刷できれば渡す手間

も省け、患者自身が問題点を把握でき情報の透明性も高い。個人情報保護にパスワード

設定や、患者に対し情報保持意識と教育が必要。個人的には、難病情報センター、製薬

会社の薬品情報など一般向けにわかりやすく作られたページも多いので印刷手渡しする

ようにしているが、やはり患者団体にアクセス、掲示板で悩み事を解決し仲間を作る、

など'はネットの出来る環境でないと無理である｡もちろん自宅にネット環境のない人に
は無縁の世界であり、必要としない人もいることも事実である。概して若い人、パター

ナリズムでは満足し得ない、情報に飢えた人にはその傾向が強い。国立がんセンターな

ども非常に出来が良く、中年男性には好評であった｡しかし、そのような不安も自分が雑

務で忙しいと解消できず、思いつかないと検索し印刷し渡すまではせず、口頭にて長時

間説明、準備されてある説明用図表数枚＋医師の自筆の図面で終わることもしばしばあ

る｡ 
 

ニーズのあるなしもあり、一概に言えないが、自分の病気について知りたい、治りたい

という意思の強い患者には情報は非常に有益であり励ましにもなる。治療は医師に全てお

任せというタイプの方も少数ながらおられることも事実である｡また、パソコンに触ったこ

とも操作もわからない方も大勢おられることもあり得、ネット検索、操作の指導員、指導

料なども療養外になり得る。多様なサービスのあり方で満足していただくのは良いことだ。

医師の負担も看護師の負担も減らし、通りをよくし院内院外との連携もスムーズに行く、

労力も少ないネットのあり方を模索して欲しい｡ 
 
 
６ 平成１７年２月２１日 
年齢：３８歳 

  性別：男 
  職業：会社員 
 
 ＜御意見＞ 
   在宅自己注射にかかわる血糖測定器や試験紙を有償で患者に渡すことは診療報酬上問題

があることは存じていますが、在宅自己注射とは関係ない患者に血糖測定器や試験紙を有
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償で渡すことは、どのような見解になるのか、明らかにしていただければと思います｡ 
この場合、薬事法の問題で医療機関が医療機器や試薬の販売ができないということにな

るとしても、自由診療としてなら、行うことができるのかどうか。また、このような行為

と他の診療が例えば同一日に行われている場合、一連の診療行為と解釈される場合とされ

ない場合があり得るのかどうか、ということなど、できれば例示していただければと思い

ます｡ 
在宅自己注射にかかわる注射針が不足した場合、保険薬局で購入するように指示される

ことがありますが、これは混合診療に当たるのでしょうか｡ 
 

骨折や捻挫などの際、サポーターや三角巾などが自費での購入になったり、売店で購入

するように指示されたりというケｰスがあるが、これは混合診療に当ることなのかどうかが

わかりません。保険診療で賄われるべきものであるのか、そういった材料については、自

費での購入で保険制度上問題がある行為ではないのか、明らかにしていただければと思い

ます｡ 
例えば、サポーターなどは医療用具に当らないというものでもあるようなのですが（イ

ンターネットで検索するとそのように書かれているものにヒットします）、そういったもの

ならば療養の給付とは直接関係ない､ということになるのでしょうか。 
そういった点も、明らかにしていただければと思います｡ 

 
 
７ 平成１７年２月２４日 
年齢：３８歳 

  性別：男 
  職業：医師 
 
 ＜御意見＞ 
   医師による患者等に対する診療情報提供（病状説明や術前の手術説明など）は療養の給

付として行われるべきものですが、時間については医師の通常の業務時間内、すなわち平

日の日中に行うべきものと考えられます。しかし、しばしば家族等の仕事の都合などによ

り、休日や夜間に実施することを求められることがあります。強く主張された場合などに

は、患者サイドとの無用なトラブルを避けるため、求めに応じることになるわけですが、

利便提供に対して相応の費用負担をお願いすることは許容されるのではないかと思われま

す｡ 
また、同様に診断書などの証明書を至急で交付を希望する場合にも、利便提供に対して

相応の負担をお願いしたいところであります｡ 
特段の病状の変化がないにもかかわらず、単に心配だからというだけで、合理的な理由

もないままに説明を求めることや特に長時間の説明を求めることは、療養の給付と直接関

係のないサービス等に該当すると思われます｡ 
 
８ 平成１７年２月２６日 
年齢：不明 

  性別：男 
  職業：専門学校教員 
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 ＜御意見＞ 
   鍼灸治療院の場合、鍼灸治療は自費診療を原則としています｡しかし、医師の同意に於け

る５病名のみ保険診療も認められており、その場合は整形などの診療所に於けるリハビリ

点数に準拠するものです｡これはこれで筋が通っています｡以下に意見を書かせて頂きます｡

鍼灸にお越しのお客様は、お年寄りの方、神経症レベルの方がこの２群で５割近いのです｡

首、肩、腰などが痛いと訴えられる方が殆どです｡実はこれらの方は、ほうぼうの整形外科

を回り最終的に鍼灸院にたどり着く事が多いのです｡鍼灸医学は、東洋医学を基本としてお

りますので、心身のバランスの不調を整えることで痛みを軽減し、また虚や実を足したり

引いたりすることが気を整える事となり自己回復力をつけ自分である程度治すのです。こ

れらの受療行為に最低でも３０分から５０分は懸かります｡費用の点で、自費診療と保険診

療とでは余りにも差があります｡ 
将来、東洋医学が見直されたからといって鍼灸治療の保険診療の技術量が今の３倍にな

るなどは考えようもあリません｡実情から言いますと無理な線引きと思いますが、１５分ま

では保険診療、後は自費診療にならないものかと考えています｡混合診療は無効とのお考え

はいかがなものか｡実態を知って欲しいものです｡また、免許が違うということで、あん摩

マッサージも全く同じ仕組みとなっています。そして、２つの免許を持っていて同時並行

して施術しましてもどちらかでしか柔整整骨は、本人同意の下保険診療をしますが、短時

間の施術で足りるようです｡数でこなして整形科の診療の経営基盤を脅かしています｡なか

なか線引きが難しいのですが、少なくともこれからストレス社会の心身症的に現れる患者

への対処として、東洋医学を基本とする治療院には療養の給付と関係のある自費による上

乗せサービスをご検討頂きたい｡参考までに、まやかし治療院ではフィーリング音楽をして

足の温浴をして療養の給付と直接関係のないサービスとして実費弁償させようとする業者

も出てくるでしょう｡アロマセラピーや足裏マッサージなど病気予防の快感受療を上乗せ

することで実費弁償させる事も出てくると思いますよ。ムードや快感だけでは、病気は治

りませんから付け加えておきます｡ 
追伸：鍼灸は精神科でも効くようでして、鍼灸を併用すると薬が減った等を対象者の方々

から聞きますよ｡ 
 
 
９ 平成１７年２月２６日 
年齢：不明 

  性別：不明 
  職業：不明 
 
  ＜御意見＞ 
    混合診療について、そんなに国は財政に余裕あるのであれば、保険料を安くすること 

でしよう｡混合診療と言う名の利権でしょう｡保険財政はそんなに裕福でありますか｡ 
１．貧しい人からは、保険料を安くすることでしょう｡ 
２．未承認薬が薬価がつくのであれば日本で開発は不要でしょう｡ 
輸入業務をすることがメリットあるでしょう。 
欧米の大会社へ利益を与えているだけでしょう｡別の面で言うと、開発費用を日本

の保険局が負担しているようなものですね｡５００万錠を輸入されて、薬価が１００



 7

円であれば、５００，０００，０００円でしょう。米国出し値が１００円でしょう｡

開発期間が１０年であれば､５０億円でしょう｡なぜ、日本国民が負担する必要が有

りますか｡それに、偽薬を勧めることになるでしょう（関税で確認できないでしょう）｡

今は、個人輸入であリ、リスクは個人ですね。国は責任取れるのですか｡自由診療は

医師と個人も問題でしょう｡ 
３．海外の安い薬が輸入されても、病院では区別されないでしょう｡（個人輸入を認

めているからです｡） 
４．副作用が出るとまた保険料は国が負担するのですか｡製薬企業よりの副作用基金

は使用できないでしょう｡ 
５．自由診療ではなく、薬事法も必要がないでしょう｡ 
６．今、議論している１８品目か、それ以上になるでしょう｡中国のマラリア、エイ

ズの薬は駄目というわけにはいかないでしょう（今は駄目ですが） 
議論を割き違えていますと考えます。どうですか｡ 

 
１０ 平成１７年２月２７日 

年齢：不明 
   性別：不明 
   職業：民間病院事務職 
 
 ＜御意見＞ 
   現に、以下の準備をするよう上層部から指示されている｡ 
１．患者請求できない医療材料の実費負担 
メディカルサービス法人が運営する院内売店や外部提携による薬局・薬店への誘導な

どによって､例えば、在宅医療で使用する衛生材料や消毒薬を購入させるケースがある｡

もちろん、これらの費用も評価されているであろう各種在宅医療管理料などを算定して

いるにも関わらずである｡また、同様のケースとして、全麻下の大手術後の血栓予防のた

めに新設された管理料を算定できないケースにおいても、これらの売店などへ誘導し弾

性ストッキングなどを購入させている。混合診療が解禁されれば、管理料等でペイでき

ないものをすべて実費負担にするところが増えてくるはずである｡ 
２．レセプト査定を回避するための実費請求 
算定回数に上限のない治療・検査などについては、患者の症状などによって複数回請

求するケースがあるが今までの査定状況などがエビデンスとなってしまい、査定されそ

うな項目をあえて保険請求せず、混合診療解禁を口実に患者から実費請求するケースが

増加するものと考えられる｡特に、輸血血液製剤や高価な薬剤などについては、いくらレ

セプトに症状詳記などを添付しても、一定の割合で査定されることが多いため、端から

保険請求せず、『保険が通らないので』といったいい加減な理由をつけて実費請求してい

るケｰスがある｡混合診療が認められれば、必ずこの問題が浮上するはずである｡ 
３．標記の意見を聞いてどうするのか？ 
医療機関が混合診療に期待しているのは（その目論見は）､今まで自費で請求できない

とされてきたもの全て（診療報酬上の管理料や手技などに含まれる材料など含む）を患

者から実費請求できるところにある（定義が暖昧なので、確信的に勘違いする、医療機

関間で拡大解釈する）｡混合診療の名のもとに、医療機関の患者への実費請求が間違いな

く増加する｡ 
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１１ 平成１７年２月２７日 

年齢：不明 
   性別：不明 
   職業：不明 
 
 ＜御意見＞ 
   布団、睡眠、音楽療法、紅茶や香りのアロマテラピー、食物教育の充実と情報提供ゲー

ム機、ノートパソコンの貸し出しに車椅子散歩サービス、犬や愛玩動物での心のケア、お

遊戯やパソコン指導、裁縫や手芸など指先を使うボケ防止の指導、温泉サービス、外泊旅

行サービスなど、ニーズはあるけど規制緩和されていないために使えないと思う｡また、今

までの入院費､治療費の算定をネットで確認できると更に療養外サービスも使いやすいと

思う｡ 
 
 
１２ 平成１７年３月１日 

年齢：不明 
   性別：不明 
   職業：不明 
 
  ＜御意見＞ 
    今回、差額ベッド代について、曖昧に処理されている現状を根本的に見直し、医療現

場で起きている詐欺まがいの出来事を問題視いたします。 
某病院にて、個室しか病室がなく、脳梗塞で緊急入院が必要との医師からの診察を受

け、病院の都合で個室にまわされる。その際の説明で、２、３日で相部屋が空くとの見

解だったが、一週間たっても、個室のまま、挙句の果てに患者家族の動揺しているのを

いいことに、患者側から個室の希望があったかのような書面にサインをして出すよう促

す。その際にも、一切、病院規定の話なし。大概の場合、病院の都合で個室にまわされ

た場合、差額ベッド代は発生しないのが、医療機関の常識ですが、患者側に一切説明さ

れていないことに問題があります。日に少なくても１３，０００円程度の負担は大抵の

人にとってかなりの負担です。１３，０００円×３０日＝３９０，０００円  
一月で医療費以外に３９万円もかかってしまいます。この差額ベッド代の請求は、医

療機関にとってまさにドル箱状態。空いてる部屋がそんな家賃がとれるのですから、ワ

ンルームで３９万円の家賃なんて大抵ない。それ自体異常な状態です。開かれた医療を

目指すなら、このような給付の曖昧なものは根本的に見直すべきだと思います。無駄使

いや死に金はやめ、生きたお金を使いましょう。 
 
 
１３ 平成１７年３月１日 

年齢：４３歳 
   性別：男 
   職業：大学院生 
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  ＜御意見＞ 
    「外国人患者のための通訳」について、例えば、アメリカの病院では、英語を理解で

きないアメリカ国民が当たり前のようにやって来ます。「外国人患者のための通訳」では、

外国人差別と受取られる可能性が高いので、「日本語を理解できない患者のための通訳」

と言い換えて議論した方がいいのではないでしょうか。医療において、患者と医療専門

家の間のコミュニケーションが重要なのは自明のことですが、間に入る通訳が誤って情

報を伝達したら、誤診や医療ミスの原因となりかねません。常識的に考えれば、通訳の

業務は診察と密接に関係しているとみるのが普通です。療養給付の対象とするか否かに

ついては、最終的に保険者の判断によるでしょうが、国籍による差別の防止、海外から

の医療専門家受け入れ、「人身売買」目的で連れて来られた外国人の保護等、公的医療保

険制度の外の問題に対する配慮も、外交政策上必要なのではないでしょうか。 
 
１４ 平成１７年３月３日 

年齢：５２歳 
   性別：男 
   職業：医療法人役員 
 
  ＜御意見＞ 
    「療養の給付と直接関係のないサｰビス等に関する意見」 

○診療報酬点数で算定されない全てのサｰビスにおいて､実費算定を可とすべし｡ 

理由：患者個々からの要求されるサービスには歯止めがない。このため、患者への公平

なサービス提供を実施するためには、その個々の病院で料金設定を自由にできる

体制にすべしと考える。今までは、算定不可となるサービスを診療報酬点数内で

何とか償却しようとするから、診療報酬点数のアップに頼らざるを得なかった。

今後は、時代背景を背にサービスを求めればお金がかかるもの、医療（自分の健

康維持）にはお金がかかると言う認識をもたせる制度にしていかないと、医療費

は自堕落に膨れ上がるばかりである。そのための意識改革を行う必要があると考

える｡ 

 
 
１５ 平成１７年３月４日 

年齢：３２歳 
   性別：男 
   職業：会社員 
 
  ＜御意見＞ 
    あまり一般的な例でなくて申し訳ありません。 

１） 異常分娩出産の際に入院料と別に徴収される保育料相当費用（新生児介補料みた

いもの） 
２） 救急搬送時に医師が同行した際に使用した衛生材料（おむつ・集尿袋）費用およ

び高速代・フェリー代 
３） 病院の入院患者全員に一律に行う（勧める）結核検診やインフルエンザ予防接種 
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以下は、例示とは言いにくいですが一応記載させていただきます。 
４） 在宅療養指導管理料を算定している医療機関Ａから人工鼻の給付を受けていた遷

延性意識障害者が、支援費の短期入所で別の医療機関Ｂに入院し、在宅で受けてい

た以上に人工鼻を交換したために、Ｂが不足分を負担した人工鼻の費用 
５） 人工腎臓実施中に提供された食事の費用（療養の一環として行われた食事以外の

食事は実費を求めることができるようですが分かりにくいです） 
 
 
１６ 平成１７年３月６日 

年齢：５６歳 
   性別：男 
   職業：会社員 
 
  ＜御意見＞ 
    上記表題と少々異なるかもしれませんが、下記内容のご検討をよろしくお願い申し上

げます。 
東洋医療（はり、きゅう）による治療費の健康保険適用と総医療費削減について、腰

痛治療で整形外科に４回（１ヶ月）お世話になったが完治までに至らず違和感（腰痛）

が解消しない。思い悩んで、東京都知事石原慎太郎氏の腰痛治療の体験談を思い出して、

鍼灸院にお世話になった。治療内容は、鎮痛剤等の薬や注射などを施さなくて“はり治

療”のみで１回（一日）の治療でした。しかし、まるで今までの痛みがなかったように

腰痛が解消しました。治療費は整形外科の治療承認が得られないと鍼灸師の単独では健

康保険適用はできないとのことでした。当然ながら整形外科医の治療承認は得られず実

費金額４，０００円を支払いました。整形外科では、健康保険適用でありながら４，０

００円以上を費やしましたが未完治です。世の中ではこのような事例を経験されている

患者は多いと思います。医師と同じような国家試験に合格されている鍼灸師の治療は、

健康保険治療を認可するべきだと思います。過去いろいろ検討を加えて現行保険医療シ

ステムを構築されていると思いますが、本当に総医療費抑制を真剣に考えるならば、医

師と同じような国家試験に合格して開業されている鍼灸師の判断で、健康保険適用を実

現できる医療システムに是非改善して欲しいと思います。病気治療で東洋療法（はり・

きゅう治療）と西洋医療（整形外科）の治療選択は、同じ条件下（健康保険適用）の中

で、患者の意思（自己責任）で自由に選ぶことのできる医療システムにすることが、総

医療費の削減に結びつくものと確信すると同時に、混合医療のメリットがより多く国民

に享受されると思います。 
 
 
１７ 平成１７年３月７日 

年齢：不明 
   性別：不明 
   職業：不明 
 
  ＜御意見＞ 
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   ・ 音楽療法、ＭＤ、ＣＤプレイヤー、ＣＤの貸し出し、ＤＶＤプレイヤーとその貸し

出し、ＤＶＤソフトの貸し出し。 
・ インターネットでの情報収集のため、ノートパソコンなどの貸し出し。セキュリテ

ィ、携帯電話の解禁、ネット通信で医師と相談、メールのやり取り。 
・ ネットサービス、医療を向上させるシステムを持つ医院、病院としての診療報酬、

保険点数の上乗せの条件として、出張先医師へのメールでの通達、指示の要請システ

ムの構築。 
・ 各疾患へのマニュアル化、ガイドラインの制定とオーダリングシステムによる医療

ミスの防止。医療情報の医師、看護師への提供。 
・ 軽い飲酒も百薬の長として見直す法案。ワインの効果、アルコール少量摂取の見直

し。糖分制限の強化と糖尿病防止の徹底マニュアル、指導の強化と報酬の強化。 
 
 
１８ 平成１７年３月７日 

年齢：５５歳 
性別：男 
職業：医師 

 
  ＜御意見＞ 
    コンタクトレンズが保険給付の対象とはなり得ない上から、また処方眼科医が装用状

況をその場で管理することも重要であり、コンタクトレンズを医療機関内で販売させる

のも必要ではないかと思われます。 
 
 
１９ 平成１７年３月８日 

年齢：２８歳 
   性別：男 
   職業：公認会計士 
 
  ＜御意見＞ 
    有料カウンセリング（患者が希望する場合）は療養の給付に関係あるか？ 
 
 
２０ 平成１７年３月８日 

年齢：４４歳 
   性別：男 
   職業：会社員 
 
  ＜御意見＞ 
    保険薬局において患者から薬（調剤した医薬品）の配達を求められた場合の手数料と

して実費を徴収してもよいかと考えます。要件としては、訪問診療や往診を受けていな

い歩行困難でない患者やその家族の希望の場合かと考えます。 
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２１ 平成１７年３月８日 

年齢：不明 
   性別：男 
   職業：特定非営利活動法人理事長 
 
  ＜御意見＞ 
    ・院内案内ボランティア 

・患者図書館 

・医療ＮＰＯのサービス 各病院毎の個々の相談、相談会の開催 

・カウンセラーの派遣 

・乳房切除術を受けた患者へのサポート（特殊ブラジャーについての相談ｅｔｃ） 

・生きがいづくり 

・エンターテイメント（落語コンサートｅｔｃの開催） 

 

 
２２ 平成１７年３月９日 

年齢：５５歳 
   性別：男 
   職業：歯科医師 
 
  ＜御意見＞ 
    現在まで、他施設へ紹介する場合に添付するレントゲンのコピー代金が無料となって

おります。 
 
 
２３ 平成１７年３月９日 

年齢：３６歳 
   性別：男 
   職業：病院事務職 
 
  ＜御意見＞ 
    今回の案件に個人的に関心があり、メールさせていただきます。 

外国人応対には多大な労力を必要とする場合があります。医療費では採算の合わない

場合が多く、私見ではありますが、一般的に病院の受入も消極的であると実感しており

ます。そこで、実情をお伝えしたく、外国人応対についてまとめてみました。実際、大

学病院にて経験した医事課業務と現在の診療所にて経験している医事課業務がベースと

なっております。また、主に外国に住んでいる外国人が日本の病院に入院したり、通院

した場合を前提としていますが、時には、日本在住の外国人応対においても同様のこと

が生じますので、ご参考にしてください。一つでも多く取り上げていただき、ご検討を

していただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。 
 

＜外国人患者応対業務について＞  
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１．入院患者応対状況に応じてではあるが、①～⑪がある。  
① 付き添い家族の宿泊場所の確保等 
・ 付き添い家族の宿泊場所（近郊のホテル）を確保し、ホテルまでの案内をする 
・ 付き添い家族に対し、現金の換金(外国通貨→日本円)をする 
・ 患者の入院直後、食事の手配をする 
② 入院受付手続／支払手段（自費、旅行保険、健保、労災、行旅病人、生保）を選

択 
・ 旅行保険の場合は海外の保険会社との折衝が必要  
・ 健保の場合は市町村・雇用主との折衝が必要  
・ 労災の場合は雇用主・労働基準監督署との折衝が必要  
・ 行旅病人・生保の場合は市町村との折衝が必要  
・ 自費の場合は患者との折衝のみ 
・ 入院申込書・支払誓約書の記入（英語版）をしてもらう／支払方法を決定する

（一括または分割払い） 
      ・ 分割払いまたは後日一括払いの場合は借用証書（英語版）を記入してもらう 

③ （旅行）保険会社との折衝 
・ 国際電話・国際ファックス・メール等で、保険会社と支払いの打ち合わせをし、

支払いに係る契約を締結する 
      ・ 場合によっては、転院のアレンジの打ち合わせをすることも可能 

④ 治療内容の説明（患者対医師の通訳） 
      ・ 予め、医師より医療専門用語を確認の上、医師と患者の通訳者となる 

⑤ 看護内容の説明（患者対看護婦の通訳） 
・ 主に、患者が入院生活をする上で、コミュニケーション上のトラブルが発生し

た場合に協力する 
⑥ 転院（退院）時のケア／転院（退院）から帰国までのアレンジをする（医師との

協力が必要） 
・ 帰国先の病院の確保  
・ 航空会社との折衝（患者・医師等の航空チケット、患者搭乗時の診療態勢）診

療態勢については、医師・看護婦同乗の必要性の有無と診察・派遣費用の支払い

者の確認、必要座席数の確保、医療機器等の有無の確認が重要である 
・ 当日（転院；退院）のプランの企画 
⑦ 退院会計手続 
・ 窓口で退院会計をしてもらう（現金、クレジットカード、小切手）  
・ 支払いに係る契約書（誓約書）がなく、後日会計となる場合は借用証書（英語

版）を記入してもらう 
⑧ 診断書・診療報酬明細書（レセプト）の翻訳・郵送 
・ 保険会社支払いの場合に必要とされる。明細書を翻訳し、レセプト（英語版）

を作成し、請求書と共に郵送する。（明細書なしでは支払行為が困難になる。） 
・ 稀ではあるが、医師に代わって、診断書の翻訳する。（医師のチェック要） 
⑨ 督促業務 
・ 未収金回収のため、国際電話・郵便・ＦＡＸ、メールを通じて督促する 
⑩ 死亡退院手続 
・ 患者が死亡した場合、遺体の受け渡し時期、処理、輸送手段・費用について、
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大使館、遺族や葬儀社と折衝を行う 
 

２．外来患者応対 
① 主に診療申し込み時、診療時、会計時の通訳業務 
② 上記の⑨および⑩  

 
 
２４ 平成１７年３月１０日 

年齢：不明 
   性別：女 
   職業：看護師 
 
  ＜御意見＞ 
    認めていただきたいもの 

１．手袋 
おむつ交換、吸引などの処置では、必ずスタンダードプリコーションとして着用し

ていますが、患者の状態によっては１日３０～５０枚使用しています。各施設によっ

て患者の雑費として徴収していたり、病院負担であったりと、バラバラなので実費負

担を要望します。 
２．療養病棟入院中に、自分の施設にはない科への外来受診の病院側持ち出しの制度が

おかしい。 
当然、老人の入院患者であり、「白内障」「皮膚疾患」など、専門医への受診が必要

であり、だらだらと内服や点眼薬、軟膏などの処方を続けるべきではないと思います。 
 
 
２５ 平成１７年３月１０日 

年齢：不明 
   性別：不明 
   職業：不明 
 
  ＜御意見＞ 
    「特別の療養環境に係る病床数は、当該医療機関の有する病床の数の５割以下とする」

とあります。室料差額を徴収できる療養環境を持つ病院と、そうでない病院を同じ土台

に考えて、５割以下と規定するには無理があると思います。 
私立病院の場合は、差額病床の割合を病院それぞれの経営判断に任せることとして、

５割以上（極端に言えば１０割）にしても、良いのではと考えます。 
公的病院の場合は、税金からの補助が有るのですから、差額病床の割合を制限して差

額のかからない病床を用意するべきです。 
このように、差額室料やその他の自費の収入に頼らざるを得ない診療報酬制度を何と

か改善して頂きたいと考えます。 
日本のすべての病院の利益を合算しても、製薬会社トップの一社の利益よりも少ない

と聞きます。製薬会社が一人勝ちで、医療機関や問屋の経営は苦しくなるばかり。こん

な薬価制度も問題ありです。保険診療の診療報酬を下げるのであれば、自費徴収分で増



 15

収を見込めるような改定を期待します。今のままでは、医療業界は他の産業に比べて賃

金を抑えざるを得ない状況です。給料は安い、休みも少ない、仕事は責任がありすぎて

辛い・・・、優秀な人材が医療業界から離れていってしまいます。 
 
 
２６ 平成１７年３月１２日 

年齢：不明 
   性別：不明 
   職業：不明 
 
  ＜御意見＞ 
    現在、入院治療中の父親がいます。（症状は、末期の胃がんで抗がん剤と点滴で生存し

ています） 
長期入院治療が「厚生省の指示によってできないから一旦退院し、再入院しないと治

療できません」と病院の一方的な決定で１度実行しました。結果、退院初日から嘔吐が

とまらず２日目の早朝緊急外来にて検査し、何とか入院しましたが、肺炎を併発。肺炎

治療にて２週間ほどで治癒しましたがその間、元来の癌に対してはなんら手をつけるこ

とができませんでした。抗がん剤投与し、副作用が現れましたら治療を打ち切り、同時

に退院の勧告を一方的に通告されております。在宅看護（訪問看護）の手配しておりま

すが対処できないから、２４時間家族で看護するしかないとの通告。老夫婦だけの生活

ですので不可能。（これからの日本の典型的）転医しか残ってませんが、末期患者を受け

入れていただけない場合が考えられますが、その場合、治療を断念し、放置するしかな

いとの結果を考えるしかないものでしょうか。これが福祉でしょうか。 
療養患者をみてますとどうして入院しているのかわからない患者も見受けられます。

国民はすべての人が平等で療養できる権利をもっていると思われます。またその為に、

保険料を支払ってるものだと思ってましたが、思い違いでしょうか。純然たる医療・療

養に関するサービスに対しては充分な給付をこれからも望みますが、贅沢（一般的に考

えた）なる行為・設備等に関しては、関係機関・関係業者の利益確保たる給付を考える

事自体が問題。 
    ＊ メールごときでは何等変化ないものと思いますが、一国民の意見として届く事を

願っております。 
 
 
２７ 平成１７年３月１７日、１８日 

年齢：－－－－－－－ 
   性別：－－－－－－－ 
   職業：医師（計６名） 
 
  ＜御意見＞ 

貴委員会の意見募集について私達は次の通り意見申し上げます。 
１．療養の給付と直接関係ないサービス内容 
フォーミュラ食品（低エネルギー規格食品）を実費徴収が可能なものとしての明確

化（製品名：オプチファースト、オベキュア） 
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２．上記製品の医療現場での現状と意見 
フォーミュラ食品は肥満症（日本肥満学会の定義：肥満に起因ないし関連する健康

障害を合併するか、臨床的にその合併が予測される場合で、医学的に減量を必要とす

る病態）患者の入院における食材として取り入れられています。 
肥満症の病態は２型糖尿病・耐糖能障害、脂質代謝異常、高血圧、動脈硬化性疾患、

脂肪肝、睡眠時無呼吸症候群など多様な疾患が上げられます。 
肥満症の治療では、一日８００～１，２００kcal に制限する低エネルギー食療法が
最も活用されている。減量施行時に注意しなければならないことは、たんぱく質を十

分量確保し、ビタミン、ミネラルが不足しないよう各々の病態に適応した栄養ケアプ

ランとその実行である。一般食材のみを利用した低エネルギー食療法はたんぱく質、

ビタミン、ミネラルの不足を生じ外来や在宅で継続することは困難である。 
外来、在宅においてはフォーミュラ食品をケアプランに導入し適切な「栄養管理」

がなされるべきです。 
外来におけるフォーミュラ食品は、病院売店、一部調剤薬局などで取扱いされてい

るが、本来、栄養ケアプランに基づく栄養管理は医療機関のサービスと位置付けする

べきです。 
患者の利便性を鑑み、病院、診療所でフォーミュラ食品（低エネルギー規格食品）

の実費を徴収することが可能として明確化していただきたい。                  

 
 
２８ 平成１７年３月１８日 

年齢：－－－－－－－ 
   性別：－－－－－－－ 
   職業：（日本私立医科大学協会） 
 
  ＜御意見＞ 
    『「療養の給付と直接関係のないサービス等」に該当すると思われる具体例』 

１．「外国人患者や聴覚障害者のための手話・通訳」 
  【具体的理由】 

現在、本項目につきましては、内部の職員では対応できない場合は外部から手

話・通訳の派遣を依頼している状況であり、対応に要する時間の対価がないため、

今後、手話・通訳に係わるサ－ビス料金が徴収できるようご配慮いただきたい。 
 

２．「医師以外の専門資格者による各種相談に係る費用」 
   ①ＭＳＷ（医療ソ－シャルワ－カ－）による相談（医療・福祉等のサポ－ト） 
   ②助産師による妊婦の健康相談 

     ③臨床心理士による相談   
     ④セカンドオピニオンによる相談 
   【具体的理由】 

現在、本項目につきましては、専門資格者が各種相談に時間を要している状況で

あり、それに要する時間の対価がなく持ち出しであるため、今後、各種相談に係わ

る費用が徴収できるようご配慮いただきたい。 
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３． 「診療情報提供に際しＸ線フィルム等をコピ－した場合のコピ－代」 
【具体的理由】 

      現在、本項目につきましては、コピ－枚数に関係なく診療報酬上の診療情報提供

料に包括されていて持ち出しの状況であるため、今後、コピ－代として徴収できる

ようご配慮いただきたい。 
 
 
２９ 平成１７年３月１８日 

年齢：－－－－－－－ 
   性別：－－－－－－－ 
   職業：（日本健康・栄養食品協会） 
 
  ＜御意見＞ 
    当会は、財団法人日本健康・栄養食品協会 細谷憲政理事長を責任者とし、医療機関

での病者の栄養管理を目的にする栄養食品の様々な課題について検討することを目的に

平成１５年１２月に設立した会員企業有志の研究会です。 
貴委員会の意見募集について次の通り意見申し上げます。 
１． 療用栄養食品の必要性 

   医療機関、保健・療養機関さらに在宅における病者の栄養管理を目的とする医療用

栄養食品（メディカルフーズ：仮称の和訳）として、いわゆる「濃厚流動食品」「フォ

ーミュラ食品」「その他栄養補助食品」などがある。これらの食品は、欧米では、医療

機関や在宅医療の現場において、病者の栄養状態を改善させる NCM(Nutritional Care 

Management)の有力な手段として用いられているが、わが国においては適切なしくみが

整えられていない。 
   一方、わが国では医療費構成の上位にある心疾患、脳血管疾患発症の背景として「メ

タボリックシンドローム」（耐糖能異常、高血圧、脂質代謝異常、肥満といった複数の

危険因子が重複する病態）の増加があり、食習慣と密接な関係にある生活習慣病とし

て捉えられている。また、高齢者においては介護や在宅での低栄養が重要な問題にな

っている。いずれの場合も、病者の栄養管理が不十分であることが、合併症の増加や

病態の悪化、治療効率の低下等、医療費増加の一因になっている。病者の体力、耐久

力、抵抗力の保持・増進そして疾病の治療予防に栄養問題はかなり大きく関連してい

る。それ故、患者主体の効果的な栄養管理体制の確立が急務である。 
   従って、医療用栄養食品を用いて臨床現場、病棟における栄養管理、特に外来、在

宅での栄養管理を行うためのしくみを整備することが重要である。 
※ ここでいう医療用栄養食品とは医療従事者ならびに開業医等の管理下で病者の

栄養状態の改善を目的に製造される食品で、「生鮮食品などの食材」「日配の給食、

弁当、調理済み食材等」「いわゆる健康食品」「保健機能食品」は含まない。 
 

２． 療養の給付と直接関係ないサービスについての意見 
従来入院時が中心であった栄養ケアプランの実現を、外来、在宅においても容易に

実施可能にするためには、医療用栄養食品を医療従事者、とりわけ外来、在宅医療の

推進者たる診療所医師および開業医の判断で使用できるような仕組みが必要です。 
また、「予防的処置」としての病診連携、病診連携におけるネットワークに医療用栄
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養食品を活用することがケアプランを容易にすることにつながります。 
そこで、療養の給付とは直接関係ないサービスとして医療用栄養食品（いわゆる濃

厚流動食品、フォーミュラ食品（低エネルギー規格食品）、その他栄養補助食品）を病

診において実費徴収することができる旨を明確にしていただきたい。 
 
 
３０ 平成１７年３月１８日 

年齢：不明 
   性別：不明 
   職業：病院事務職 
 
  ＜御意見＞ 

『実費徴収可能なサービス』について、以下は算定可能か教えてください。 
・ 入院中にパソコン（私物）を持ち込み使用した場合の電気代はやはり請求出来な

いのでしょうか。 
・ 携帯電話の充電代 
・ （オムツ代は徴収できるが）尿とりパットはもらっていないが徴収できるのでし

ょうか。 
・ 腹帯 
・ Ｔ字帯 

 
 
３１ 平成１７年３月２１日 

年齢：不明 
   性別：男 
   職業：医師（病院長） 
 
  ＜御意見＞ 

療養の給付と直接関係のないサービ等に関する意見 

 

件名 患者移送に伴う救急自動車等の使用料金について 

１．意見の概要 

病院からの転院や緊急時の患者移送については、患者様への直接的な医療行為と

はいえないものの、患者様にとっては継続した治療中の行為との考え方もできるた

め、その基準はあいまいになっている。そのため、移送に係る費用については病院

負担となっているものが多い。移送に係る経費については、療養の給付と直接関係

のないサービスとして患者負担とするか、診療に係るものとするのであれば、明確

な基準による診療報酬の対象としてもらいたい。 

 

２．当院の状況 

当院は、青森県下北地域保健医療圏（２次保健医療圏）の中核的基幹病院として、

自治体病院機能再編を進める中で地域医療の確保を担うとともに、２次救急病院と

して救急患者の受入れを行なっている。 
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しかし、医師が１名のみの診療科があること、症例に対応できる専門医が不足し

ていること、常勤麻酔医が確保できないことなどから、青森市・八戸市・弘前市な

どの転院先病院へ入院患者を移送したり、容態急変時及び救急患者を救急搬送した

りする場合がある。 

当院の場合、地理的条件から３次救急病院や主な搬送先病院まで２～３時間かる

ため、消防署の救急車で搬送した場合はその後の救急対応ができなくなることから、

搬送患者が発生した場合は当院所有の救急車を使用し、その運用はタクシー会社へ

の委託としている。その委託費用は1回当たり３～５万円程度となっており、さら

に、搬送時には医師や看護師が必ず同行しているため、その費用についても当院の

負担となっている。患者搬送については、当院で標榜している診療科で診療したに

もかかわらず治療対応できないことや緊急性を考慮すれば、患者様に救急自動車使

用にかかわる料金を請求するのはどうかという意見があり、年間で100 万～150 万

円当院の持出しとなっている。 

患者搬送については、患者様への直接的な医療行為とはいえず、療養の給付と直

接関係のないサービスとして患者負担とするか、診療に係るものとするのであれば、

明確な基準による診療報酬の対象としてもらいたい。 

 

３．各種保険等における移送費について 

国民健康保険等においては患者移送費の給付があり、その給付においては審査を

要することとなっている。しかし、審査の基準が明確になっていないので患者様が

請求しにくいものとなっている。さらに具体的な支給の基準を示していただければ、

医療機関においても患者様への情報提供を行なっていくことができると考えている。 

 

 

３２ 平成１７年３月２２日 
年齢：５６歳 

   性別：男 
   職業：医師（日本眼科学会認定眼科専門医） 
 
  ＜御意見＞ 
    療養の給付と直接関係のないサービス等に該当するか否かが必ずしも明らかでないも

のとして、「コンタクトレンズ」を対象とすることを希望します。 
 下記の理由により、今のままでは、コンタクトレンズによる眼障害がますます増え、

良質なコンタクトレンズ診療が危機に瀕しているからです。 
 現在、コンタクトレンズ販売について、４月からの改正薬事法の施行により、高度管

理医療機器クラスⅢとなるために、専ら販売を業とするためには、都道府県知事の許可

を必要とすることになりました。それに伴い、現在、申請が行われており、現場では混

乱が生じています。 
    元来、コンタクトレンズの取扱に関しては（昭和３３年８月２８日 医発６８８）に

て『「コンタクトレンズ」を使用させるために、検眼し、処方箋を発行し、装用の指導等

を行うことは医業であるから、病院または診療所でなければ行ないえない』とされてい

ます。 
    しかし、医療機関は営利を目的としてはならないと称して、院内でコンタクトレンズ
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の販売をしてはならないという考えから、コンタクトレンズは診療所外で販売されなけ

ればならないとされ、コンタクトレンズ販売所が作られ、営業がなされています。 
 現在、コンタクトレンズ装用者が増加して、それに伴い、眼障害が増加し、それに対

する対策とし、今回の薬事法の改正がなされたことと思われます。 
    しかし、現実は、改正により、医療と分離した販売所しか、法律上、認められないと

いわれ、本来国民の眼を守るべき、通常の眼科診療所では、患者に適切なコンタクトレ 

ンズを渡すことが、不可能となっています。 
    眼科医が自分の指示どおりのレンズを渡すためには、自分で販売所をつくり、そこで

レンズを購入させるように患者を誘導しなければなりません。医薬品では法律により院

外処方を発行して、特定薬局に患者を誘導することは禁じられています。コンタクトレ

ンズは指定した販売所でなければ、患者に適切なレンズを渡すことが不可能となってい

ます。 
    平成１７年２月１５日の閣議案件「衆議院議員内山晃（民主）提出改正薬事法におけ

る医療機器販売業規制に係わるコンタクトレンズに関する質問に対する答弁書につい

て」の一部を引用する。 
引用 『三について 

    コンタクトレンズ等の医療用具については、薬事法上、その販売時に販売の相手方が

処方せんの交付を受けていることは求められておらず、どのように販売するかは、販売

業者において適切に判断されるべきものである。 医師法（昭和２３年法律第２０１号）

において、診療に従事する医師は、診療治療の求めがあった場合には、正当な事由がな

ければ、これを拒んではならないこととされている。 また、御指摘のような事例につ

いては具体的に承知していない。』 
    ここに、書かれていることを常識で判断すると、現時点では、コンタクトレンズ処方

箋なるものは存在せず、眼科専門医が患者に適切なコンタクトレンズ処方をしても、直

接指示のできる販売店以外では、販売業者において適切に判断され、処方と異なるレン

ズが渡されるか、販売業者の判断により販売業者の関係する隣接する医療機関での診察

を求められる可能性があると考えられるし、実際にそのようにして販売されていると思

われます。 
    このような状況では、安全なコンタクトレンズ装用は保障されがたいことは明白であ

る。コンタクトレンズの開発・普及の過程でなされていたごとく、コンタクトレンズは

保険給付の対象とはならないから、自由診療として、交付し、それに関する診療は自由

診療として処理し、混合診療とならないように注意して今までは行ってきたはずである。 

コンタクトレンズ処方箋？を出すことで、コンタクトレンズ処方に必要な医療行為を保

険請求することが正当化され、院内処方では混合診療とまぎらわしく、経営上の利点も

あることから、販売店（有限会社）をつくることを過去には推奨してきた時期があった。 

その後、コンタクトレンズ販売店のチェーン店などが、を集客の便よいところに販売所

を開設し、その販売に必要な医療行為をさすための診療所を必要として、隣接した診療

所を開くために、医師を募集している。ここでは、眼科診療所が販売の必要上販売施設

を作るのではなく、その逆である。コンタクトレンズの処方箋？を出すだけの、コンタ

クトレンズ販売所に隣接した診療所では、診療所を開設するための医師を募集する際に、

眼科医でなくても他の科医師で医師免許を持ってさえいればよろしいとの募集広告が多

数見られていた。これらの施設では、コンタクトレンズの安売り広告（通常の仕入れ値

より下回るような価格）でお客を集め、隣接する眼科診療経験の不十分な医師のいる眼
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科と称する診療所へ患者を誘導し、保険収入で利益を得ており、昨年これらの事実が新

聞報道されたことは周知の事実である。 
 今回の薬事法の改正により、このような医療機関と一見分離した販売所が合法であり、

医療行為であるコンタクトレンズ診療において、院内処方は販売だから違法であり、不

合理な院外処方のみが合法であると思わせるような制度は国民の眼の健康を守ることに

はならない。現に、隣接した販売所を作ることが出来ないから、コンタクトレンズ診療

をやめるという眼科専門医も多数でてきていると寡聞する。 
    この国民の眼の重大な健康危機に対処するためには、コンタクトレンズを特定医療費

の対象とすること以外はないと考える。それにより実質的に行われている混合診療の実

態を解消し、眼科専門医が安心して院内でコンタクトレンズを患者に渡すことができる

ようにすることで、自信を持ってコンタクトレンズを処方し、視力矯正を必要とする、

多数の国民に、眼鏡またはコンタクトレンズいずれでも、安全に処方し、指導管理を行

うことで、国民の眼を守ることが出来るようになると考える。 
 
 
３３ 平成１７年３月２２日 

年齢：３０歳 
   性別：女 
   職業：会社員 
 
  ＜御意見＞ 
    療養の給付と直接関係のないサービス等に関する意見 

項目 療養の給付に該当するか明らかでないと考える理由等 
おむつ処理 (1) 医療機関で使用される紙おむつの購入は、「日常生活上必要なサー

ビス」として実費徴収が認められている。 

(2) 介護保険では、おむつについての費用（①おむつ代、②おむつカバ

ー代、③おむつ・おむつカバーの洗濯代等）は介護保険給付の対象と

なる。（H12.3.30 老企54） 

→介護保険におけるおむつ処理の費用は介護保険報酬に含まれてい

る。 

(3) 医療機関における使用後のおむつの処理に係る費用は、「療養の給
付と直接関係のないサービス」に該当するかどうか示されていない。 

セカンドオ

ピニオン 
(1) 治療方法の選択や治療方針などについて主治医以外の医師の意見

を聞いたり相談をすることが、当該疾病に対する療養の給付に該当す

るのか取扱いが統一されていない。 

(2) 医療機関によって、自由料金を設定していたり、保険診療だったり

とまちまちである。 

(3) 患者が他の医療機関でセカンドオピニオンを聞く際に、主治医が作

成する診療情報提供書（紹介状）の取扱いは、療養の給付に該当する

のか取扱いが明確にされていない。 

（保険医療機関が、診療に基づき他の機関での診療の必要性等を認め、

患者の同意を得て当該機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患
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者の紹介を行った場合に（中略）算定する。（H16.2.27 保医発0227001）

→セカンドオピニオンを希望することは、主治医が「他の機関での診

療の必要性等を認め」たこととなるのか。） 

 

 

３４ 平成１７年３月２２日 
年齢：３８歳 

   性別：男 
   職業：医療関係者（医療事務） 
 
  ＜御意見＞ 
    表題につきよろしくご検討下さい。 

療養の給付と直接関係のないサービス等に該当するか否かが必ずしも明らかでないも

のの例 

・コピー料金（診断書等の） 

・ＦＡＸ料金（診断書等の） 

・松葉杖貸与料 

・患者が希望する場合の保険給付外検査 

・患者が希望する場合の保険給付外薬剤・薬品 

・電気アンカ使用料 

・電気毛布使用料 

・体の水分を吸水する為のパットの代金 

 

 

３５ 平成１７年３月２２日 
年齢：不明 

   性別：男 
   職業：病院事務職 
 
  ＜御意見＞ 
    １．現在加療中（外来当日と入院期間すべてについて）の疾患とは無関係の自費診療

も混合診療というのか 

      例） 糖尿病治療中に、タミフルを予防投与 

         糖尿病治療中に、インフルエンザ予防注射 

         糖尿病治療中に、美容形成（しみとり） 

 

２．腰部固定帯を支給する場合、予備に１本ほしいと患者が申し出た場合、予備の分

を自費徴収したら混合診療になるのか 
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３．自宅で自分で処置するために、治療材料を渡した場合、実費徴収したら混合診療

になるのか 

 

４．臍帯血用専用容器のバンクへの返送代 

 

 

３６ 平成１７年３月２２日 
年齢：－－－－－－－ 

   性別：－－－－－－－ 
   職業：医療法人理事長 
 
  ＜御意見＞ 
    「療養の給付と直接関係のないサービス等に関する意見」 

１．療養の給付と直接関係はないが、患者・家族の要望に基づく付加的なサービスとし

て、年間でかなりの人件費を要すると考えられる内容に対する料金の徴収が必要と考

える。 
 ＜具体例＞ 

    （１）看護の人員基準（一般病棟入院基本料１等）を超える看護体制に対する人件費

部分の徴収が必要と考える。患者・家族から２４時間見守るような看護や介護の

サービスをしてもらいたいといった要望に応じるためには、付加サービスに対す

る料金徴収が必要となる。 
    （２）患者および家族への心のケアが求められている今日、専門の臨床心理士等によ

るサービスを実施した場合の料金の徴収は必要と考える。 
    （３）医療ソーシャルワーカーによる多岐にわたる相談業務や、特定機能病院および

臨床研修病院に設置が義務付けられている相談窓口業務に対する人件費は、かな

りの額となる。これらの相談事項の中には、療養の給付と直接関係のない内容も

非常に多いと考えられるが、この部分に対して料金を徴収する仕組みが必要であ

る。 
 

２．患者の勝手な行動や強い希望により病院が費用負担を要する場合が考えられる。他

の薬局等で自分で購入してもらうことができるものもあると考えるが、特殊な品物は、

病院で販売できたほうが患者・家族にとって便利である。 
 ＜具体例＞ 

    （１）患者が血糖測定を希望した場合の血糖測定器の購入料金の徴収 
    （２）在宅自己注射指導管理料、血糖自己測定加算以上の自己測定を患者が勝手に医

師の指示を超えて測定したことにより、血糖試験紙、穿刺針を追加せざるおえな

くなった場合の料金の徴収 
 

３．その他、患者への付加的なサービスに対して実費徴収を認めたほうが、サービスの

質が高まると考えられるもの。 
＜具体例＞ 

    （１）入院患者が、食事をしやすいように、食事にとろみ剤やフレーバーを使用した

時の実費徴収。 
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    （２）患者に使用する車椅子用座布団等の消毒洗浄の費用 
    （３）最近、患者からの要望として出されてきている「インターネットの利用サービ

ス」の提供に対応するためには、インフラの整備や接続費用等を要するが、これ

らのサービス利用料を徴収することができるようになれば、患者の要望に応える

ことができる。 
 
 
３７ 平成１７年３月２２日 

年齢：４６歳 
   性別：男 
   職業：薬剤師 
 
  ＜御意見＞ 
    今回の表題に該当する内容か不明ですが、処理に困った医療用具について紹介させて 

いただきます。 
気管切開をして人工鼻を装着されていた患者さんが在宅に移行された事例です。 
入院中は人工鼻が無償提供されていましたが、在宅の往診医療機関では提供できない 
と言われました。調べてみますと人工鼻加算という診療報酬があり、それが算定可能か

否かで違うことが判りました。呼吸管理が可能な施設のみに認められている加算らしく、

診療所レベルの設備では算定できないとのことでしたが、設備が整った施設とターミナ

ルケアの登録がしてあれば算定が可能であると社会保険庁で教えてもらいました。 
それではと思い、ターミナルケアの登録をしている医療機関を調べましたが、数人の 
ケアマネージャーでも、市の福祉課でも、保健所でも、医師会でもわからないとの回答

でした。（登録申請をする社会保険庁では守秘義務で教えられないとのことでした） 
薬局ですら調べられない医療情報を一般の方が調べられるはずもなく、結局、この患 
者さんは肺炎を起こして再入院されるまで、１個500円もして原則毎日交換する人工鼻
を自費購入せねばならなかったのです。 
気管切開をされている人にとって人工鼻は健康維持のため必須に近い医療用具だと 
思います。保険適応はなかなか難しいと思いますが、在宅療養の場合の救済措置くらい

あっても良いのではないでしょうか。それと、医療機関によって差が生じる項目に関し

ては、もっと情報を入手しやすくならないものかと思います。 
 

 

３８ 平成１７年３月２２日 
年齢：不明 

   性別：男 
   職業：市薬剤師会会員 
 
  ＜御意見＞ 
    保険薬局の観点から「療養の給付と直接関係のないサービス等」に該当するか否かが 

明らかでないものとして次のとおりご意見申し上げます。 
 

１．患者希望による薬の配達等の交通費（在宅・居宅なし、薬が重い、持ち帰れない等） 
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２．算定不可であるが、患者希望による薬剤情報の発行・交付 
３．サービス一包化にかかる分包紙代（算定不可だが、医師の指示又は了解を得ている 
場合） 
４．患者希望によるユニパック使用のユニパック代 
５．医師の指示によるスポイトの添付 
６．散剤のカプセル充填（医師の指示・患者の求め）のカプセル代 

 
 
３９ 平成１７年３月２２日 

年齢：－－－－－－－ 
   性別：－－－－－－－ 
   職業：大学病院 
 
  ＜御意見＞ 
    混合診療の解禁に伴う特定療養費に関する提案   

  

今回、厚生労働省からご要望のありました「療養の給付とは直接関係のない（治療の

主病と直接関係ない）サービスについて」それぞれの診療科ごとに列記してあります。 

 

総合診療科  ：健診、ワクチン等の接種  

呼吸器内科  ：高齢者に対するインフルエンザ予防接種、 

慢性呼吸器疾患患者に対する肺炎球菌ワクチン予防接種、 

         禁煙指導とニコチネルTTS処方 

腎・高血圧内科：在宅療養者の電話診療、医療相談、 

在宅療養者のインターネット使用した画像診断含む、訪問診療、 

在宅看護、介護の計画立案のためのケアマネジャーとの面談、 

療養施設や転院先の検索 

脳神経内科  ：上部消化管内視鏡検査 

眼科     ：他科へ入院時の患者が、眼科受診を希望した場合（かなり多いです

が、現在コストフリーです）  

大腸・肛門外科：入院の上で行う予防的検査、検診  

肝・胆・膵外科：主病とは関係ないが術前後に必要な他科診療  

乳腺・一般外科：セカンド・オピニオン代、 

他院より借りたフィルムの返却時の郵送代、 

 他院へ転院される患者さまのフィルムのデュープ代、 

病理プレパラートの新規作成代 

心臓血管外科 ：心臓手術前患者のMRSA、 

セラチア等の特殊感染症のチェック、 

長時間に渡り要求してた病状説明、 

       大量の診断書  

呼吸器外科  ：外国人患者のための通訳、 

入院患者に対する予防的検査・検診、 

         老齢者に対するインフルエンザワクチン等の予防接種、 



 26

主病と関係のない腫瘍マーカーのチェック 

 

 

４０ 平成１７年３月２２日 
年齢：４３歳 

   性別：男 
   職業：医科大学職員 
 
  ＜御意見＞ 
    療養の給付と直接関係のないサービス等に該当するか否かが、必ずしも明らかでない

ものの例。 
    ・ 疾病の啓蒙を目的とした健康教室の会費徴収（患者ｏｒ一般を対象とする場合） 
  ・ 院内ホールを患者団体に貸与する場合の貸与料 

    ・ 外国人患者への通訳料ｏｒ翻訳料 
    ・ 院内併設プールやフィットネス施設で行なうマタニティスイミングや減量トレー

ニングの利用料 
    ・ リハビリ訓練室で行なう運動療法（軽度の肥満患者に対する） 
    ・ 下肢静脈瘤の治療に対する弾性ストッキングや弾性包帯の給付 
    ・ 皮膚過敏症に対するカブレ防止テープの提供 
    ・ 肥満・糖尿病治療に併用して使用する合成甘味料・ダイエット食品の個人的な購

入 
    ・ 外来診療での特別診察室の使用料    
    ・ 検査結果やフィルムのコピー代（他医へ紹介の場合、その他の場合） 
    ・ セカンドオピニオンの診療費 
    ・ 患者の移送費（単なる送迎・帰宅の場合） 
 
 
 


